
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府教育庁指導部保健体育課 

 

 

 

 

 

 

京都府立学校体育施設開放 

御利用のしおり 
 



１ 趣旨 

今日、スポーツは、生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠な 

ものとなっています。 

  そこで、京都府教育委員会は、京都府立学校の体育施設を学校の教育活動に支障のない

範囲で開放し、府民の皆さんのスポーツ活動に利用していただいております。 

 

２ 利用できる団体 

（１） 原則として、京都府に在住又は在勤・在学する者で構成し、スポーツ活動を目的

とする成人を責任者とする構成員 10人以上の団体 

（２） 営利を目的としない団体 

 

３ 利用の手続き 

（１） 使用を希望する開放校の校長あて登録申請書を提出し、登録します。 

（２） 開放施設を使用するときは、開放校の校長に教育財産使用許可申請書を提出し、

開放施設の使用許可を受けます。 

（３） 使用許可書に記載された許可条件やこの「京都府立学校体育施設開放御利用のし

おり」に書いてあることを守って利用してください。 

（４） 使用者は、光熱水費等の実費相当額については、負担していただくこととなりま

す。 

（５） 施設の使用許可の手続きが完了しても、学校教育上、施設の管理運営上に支障が

ある場合、申請に虚偽があると認めた場合又は利用上の注意事項の規定に違反した

と認めた場合は、その許可を取り消すことがあります。 

 

４ 利用上の注意事項 

（１）  利用に当たっては、次のとおり学校担当者の指示に必ず従ってください。 

ア 事前の準備、後片付け及び清掃をしてください。 

イ 利用を終えた団体の責任者は、学校担当者に連絡し、施設と設備の点検を受け 

てください。 

ウ 学校担当者が天候等の事情により利用中止などの指示をした場合には、必ずそ 

の指示に従って利用を中止してください。 

エ 光化学スモッグ発生の場合は、学校担当者の指示に従ってください。 

（２） 利用時間は必ず守ってください。（開放施設の利用時間は、午前９時から同 12時

まで、午後１時から同４時まで、午後６時 30分から同９時 30分(体育館のみ)まで

の３区分とします。） 

（３） 使用に際し、必要な用具は、使用者・団体において準備及び後始末すること。学 

校内への用具の保管は原則として禁止します。また学校の用具等を無断で使用でき 

ません。 

（４） 石灰等を使用する場合は、使用する団体において持ち込んでください。 



（５） 許可日の利用を取り止める場合は、可能な限り早く連絡してください。 

（６） 許可した開放施設以外には、立ち入らないでください。 

（７） 更衣室はないので、スポーツのできる服装でお越しください。 

（８） 体育館を使用する場合は、上履きの運動靴を履いてください。 

（９） 校内で飲酒したり、酒気を帯びての使用はしないでください。 

（10） 敷地内は禁煙です。学校周辺での喫煙についても御遠慮ください。 

（11） 騒音や大声を発したり、暴力を用いるなどの行為をしないでください。 

（12） 危険物は持ち込みできません。 

（13） 校内専用電話は使用できません。 

（14） 駐車場の少ない学校へは、自動車での来校を御遠慮ください。 

（15） 空き缶・ゴミ等は、必ず持ち帰るようにしてください。 

（16） その他、体育施設開放事業にふさわしくない行為を行わないでください。 

 

５ 開放中の事故及び施設の破損 

（１） 学校開放による活動中の事故については、京都府教育委員会は、一切その責任を

負いません。 

（２） 学校開放施設又は貸与を受けた用具を滅失若しくはき損又は亡失したときは、そ

の損害を使用者に賠償していただきます。 

 

６ その他 

  令和５年５月８日（月）から感染症法上の位置付けが５類感染症に変更となりました。 

つきましては、４ 利用上の注意事項の新型コロナウイルス感染症拡大防止策は廃止いた 

しますが、引き続き新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染防止対策として、手洗い等の 

手指衛生や利用施設の適切な換気等、行っていただきますようお願いいたします。 


